
 

 

第８期平生町障がい者福祉計画等策定支援業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

第８期平生町障がい福祉計画等策定支援業務 

 

２ 業務目的 

本業務は、「第８期平生町障がい福祉計画（令和９年度～令和１１年度）」及び「第４期平

生町障がい児福祉計画（令和９年度～令和１１年度）」の策定支援業務について、豊富な経験

と高い専門性を有する民間事業者に委託し、より高度な分析と提案のもと、円滑に実施する

ことを目的とする。 

 

３ 計画策定の背景及び趣旨 

「第７期平生町障がい福祉計画（令和６年度～令和８年度）」及び「第３期平生町障がい児

福祉計画（令和６年度～令和８年度）」の計画期間が終了することから、次期計画を策定する

ものである。 

策定にあたっては、障害福祉サービスの提供実績や取り組みの成果について、各種基礎デ

ータを活用し適切な分析を行うとともに、向こう３ヶ年のサービス量の見込み、その確保に

向けた方策を検討するものである。また、法律や制度並びに国の基本方針等を踏まえるとと

もに、本町の上位計画となる平生町第五次総合計画並びに平生町地域福祉計画に即し、関係

する町個別計画と整合性を図りながら策定する。 

 

４ 業務内容 

主な委託業務は、次のとおりとする。ただし、この他必要と認められる事項については、

発注者と受注者とが協議するものとする。 

 

（１）情報の収集・整理・分析 

   国及び県の障害福祉制度や関係施策の動向把握と課題について、情報収集、整理及び分析

を行う。 

また、本町の現状・特性を把握するため、障害者手帳所持者及び福祉サービス受給者につ

いて、その属性（年齢・性別）や障害区分・程度、障害支援区分等について、情報収集、整

理及び分析を行う。 

（２）計画の検証 

第７期平生町障がい福祉計画及び第３期平生町障がい児福祉計画の検証を行う。検証にあ

たっては、計画に定める取り組みの実績を踏まえながら、その進捗状況を整理するとともに、

課題をとりまとめ、今後の取り組むべき事項を検討する。 

（３）アンケート調査に係る調査・分析等の事務処理 

   調査対象区域：平生町全域 

   調査対象者：令和８年６月１日時点の、平生町に在住の身体障害者手帳、療育手帳 

         精神障害者保健福祉手帳所持者 ３００人 

 

①計画を策定するための基礎的資料とするため、町民の現状やニーズを把握する調査

票の原案を作成する。 

②送付用及び返信用封筒を作成する。 

③アンケート調査票の配付・回収 

・ 調査方法については、配付・回収ともに郵送によるものとする。ただし、配付した

アンケートにＵＲＬや２次元コードを掲載することにより、書面と同様の回答をＷ

ＥＢ上で受け付ける方式も可能とする。 

・ 発送・回収にかかる郵送費は受託者が負担する。 

・ 調査対象者の抽出は事務局が行い、宛名ラベルに印刷したものを受託者へ提供し、

宛名ラベルの貼り付けは受託者が行う。 

 



 

 

④上記アンケート結果の分析、町から提示のあったデータの分析や現行計画策定時の

結果からの動向分析 

 

（４）人口、障害者数、障害福祉サービス等支給決定者数及び障害福祉サービス等の利用実績

の現状分析、課題抽出及び見込量の作成 

障害福祉サービス及び障害児通所支援サービス等の支給実績データを整理・分析するとと

もにその傾向等を踏まえ、見込量の推計にあたって必要となるデータ作成を行う。 

 

（５）計画骨子案・素案の作成 

課題を踏まえた計画の推進方向、数値目標等を記載した計画案を作成し、内容の協議を行

う。 

 

（６）会議開催等支援 

計画策定に係る平生町障がい者福祉基本計画策定委員会における資料作成並びに会議への

出席（２回程度）及び議事録の作成等、会議開催に係る業務の支援を行う。 

 

５ 成果品 

  納期限：令和９年３月３１日まで 

  ① アンケート調査報告書 

A4判／１６頁程度／表紙・本文 1色／データ納品 

② 計画書（令和９年３月納品） 

A4判／５０頁程度／表紙片面 1色刷り／本文両面 1色刷り、上質紙／あじろ綴じ製本／ 

５０部 

③ 概要版（令和９年３月納品） 

A4判／８頁／両面⒋色刷り（カラー印刷）／コート紙／中綴じ製本／５０部 

④ 上記①～③を含む業務に関するデータ一式を記録した電子媒体（CD-ROM等） 

（令和９年３月納品） 

   

６ 委託期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

７ その他 

（１）成果品の著作権は本町に帰属するものとする。また本町の許可なく成果品を他に利用、  

公表又は貸与してはならない。 

（２）再委託は原則として禁止する。 

（３）この契約に関し業務上知りえた事項を漏らしてはならない。また個人情報が記録された 

資料を承諾を受けずに複製・利用してはならない。 

（４）受注者が業務の履行に要する費用については、全て受注者の負担とする。 

（５）その他契約書及び仕様書の定めのないものについては、その都度、双方協議し、誠意を

もってこれにあたること。 

 

８ 問合せ先 

平生町役場 町民福祉課 地域福祉班(河村、服部) 

〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町 210-1 

電話：0820-56-7113 FAX：0820-56-7116 

メール：fukushi@town.hirao.lg.jp 
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